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（別紙） 

手すり先行工法等に関するガイドライン 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（別紙） 

 

  

手すり先行工法等に関するガイドライン 

 

 

第１・第２ （略） 

 

第３  定義 

１  手すり先行工法 

本ガイドラインで示す「手すり先行工法」とは、建設工事において、足

場の組立て等の作業を行うに当たり、労働者が足場の作業床に乗る前に、

別紙１に示す「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」

に基づいて、当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、

かつ、最上層の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の手すりを残置

して行う工法をいう。 

 

２ 働きやすい安心感のある足場 

本ガイドラインで示す「働きやすい安心感のある足場」とは、手すり先

行工法により組み立てられた足場であって、関連する労働安全衛生法令の

すべての規定を満たした上で、第６の「留意すべき事項」及び別紙２の「働

きやすい安心感のある足場に関する基準」に基づき、より安全な作業を行

（別紙） 

 

  

手すり先行工法等に関するガイドライン 

 

 

第１・第２ （略） 

 

第３  定義 

１  手すり先行工法 

本ガイドラインで示す「手すり先行工法」とは、建設工事において、足

場の組立て等の作業を行うに当たり、労働者が足場の作業床に乗る前に、

別紙１に示す「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に基

づいて、当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、か

つ、最上層の作業床を取りはずすときは、当該作業床の端の手すりを残置

して行う工法をいう。 

 

２ 働きやすい安心感のある足場 

本ガイドラインで示す「働きやすい安心感のある足場」とは、手すり先

行工法により組み立てられた足場であって、関係する労働安全衛生法令の

すべてを満たした上で、第６の「留意すべき事項」及び別紙２の「働きや

すい安心感のある足場に関する基準」に基づき、より安全な作業を行える
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えるように必要な措置を講じた足場をいう。 

 

第４  事業者及び労働者の責務 

（略） 

 

第５  講ずべき措置  

１  足場に係る施工計画の策定 

事業者は、次により、足場の設置を行う作業箇所等に係る事前調査を行

うとともに、足場に係る施工計画として、足場計画、機材管理計画、作業

計画、機械計画、仮設備計画、安全衛生管理計画及び工程表を策定し、関

係労働者に周知すること。 

（１）事前調査 

足場を設置する前に次のア及びイの調査を実施し、当該調査結果に基

づき、（２）から（８）までの計画を作成すること。また、労働安全衛

生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。）第 561

条の２に基づき、足場を設置する箇所の幅が１メートル以上あるときは、

原則として本足場を使用しなければならないことに留意すること。 

ア  敷地内調査 

建設工事を行う敷地内について、現地踏査等の方法により次の事項

に関して調査を行い、その状況を把握すること。  

（ア）・（イ）（略）  

（ウ）敷地使用上の制約、障害物の存在等  

（エ）（略）  

イ  （略） 

 

ように必要な措置を講じた足場をいう。 

 

第４  事業者等の責務 

（略） 

 

第５  講ずべき措置  

１  足場に係る施工計画の策定 

事業者は、次により、足場の設置を行う作業箇所等に係る事前調査を行

うとともに、足場に係る施工計画として、足場計画、機材管理計画、作業

計画、機械計画、仮設備計画、安全衛生管理計画及び工程表を策定し、関

係労働者に周知すること。 

（１）事前調査 

足場を設置する前に次のア及びイの調査を実施し、当該調査結果に基

づき、（２）から（８）までの計画を作成すること。  

 

 

 

ア  敷地内調査 

建設工事を行う敷地内について、現地踏査等の方法により次の事項

に関して調査を行い、その状況を把握すること。  

（ア）・（イ）（略）  

（ウ）敷地使用上の制約等  

（エ）（略）  

イ  （略） 
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（２）（略） 

 

（３）機材管理計画 

（２）のオの機材については、次の事項を明らかにした機材管理計画

を作成すること。  

ア・イ  （略）  

ウ  経年管理の確認 

機材については、「経年仮設機材の管理について」（平成８年４月

４日付け基発第 223 号の２）に基づいて適切に経年管理が行われてい

ることを確認すること。 

 

（４）作業計画 

（１）の事前調査の結果及び（２）により決定した足場の種類に応じ

て、次の事項を明らかにした作業計画を作成すること。  

ア  （略） 

イ  足場の組立ての作業  

（ア）（略）  

（イ）防護棚、荷上げ構台、巻上機等足場の部材に取り付ける設備の取

付けの方法及び手順  

（ウ）階段及び踊り場の設置方法並びに設置手順  

（エ）～（カ）（略）  

ウ  足場の解体の作業  

（ア）イの（ア）から（エ）までの作業により取り付けたすべての部材

等の取り外し順序及びそれぞれの部材等の取り外し手順  

（イ）・（ウ）（略）  

（２）（略） 

 

（３）機材管理計画 

（２）のオの機材については、次の事項を明らかにした機材管理計画

を作成すること。  

ア・イ  （略）  

ウ  経年管理の確認 

機材については、平成８年４月４日付け基発第 223 号の２「経年仮

設機材の管理について」に基づいて適切に経年管理が行われているこ

とを確認すること。 

 

（４）作業計画 

（１）の事前調査の結果及び（２）により決定した足場の種類に応じ

て、次の事項を明らかにした作業計画を作成すること。  

ア  （略） 

イ  足場の組立ての作業  

（ア）（略）  

（イ）朝顔、荷上げ構台、巻上機等足場の部材に取り付ける設備の取付

けの方法及び手順  

（ウ）階段及び踊り場の設置方法及び設置手順  

（エ）～（カ）（略）  

ウ  足場の解体の作業  

（ア）イの（ア）から（エ）までの作業により取り付けたすべての部材

等の取りはずし順序及びそれぞれの部材等の取りはずし手順  

（イ）・（ウ）（略）  
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エ  足場の変更の作業 

足場の変更の作業においては、部材等の取り外しの作業はウ、部材

等の取付けの作業はイによるとともに、次の事項を明らかにすること。  

 

（ア）～（エ）（略） 

 

（５）～（８）（略） 

 

２ （略） 

 

第６ 留意すべき事項 

事業者は、第５の１で策定した足場に係る施工計画及び別紙１に基づき、

手すり先行工法による一連の作業を行うとともに、次の事項に留意すること。  

１ 足場の構造上の留意事項 

足場の組立てに当たっては、安衛則第 570 条、第 571 条等の労働安全衛

生関係法令を遵守し、第５の１の（２）のカ及び（４）のイに基づいて組

み立てるとともに、次に基づき実施すること。  

 

（１）脚部  

ア  （略）  

イ  わく組足場にあっては、建わくの脚柱の下端にジャッキ型ベース金

具を配置し、建わくの高さを揃えること。 

ウ くさび緊結式足場にあっては、くさび緊結式足場の支柱の下端にね

じ管式ジャッキベース型金具を配置し、支柱の高さを揃えること。 

 

エ  足場の変更の作業 

足場の変更の作業においては、部材等の取りはずしの作業はウ、部

材等の取付けの作業はイによるとともに、次の事項を明らかにするこ

と。  

（ア）～（エ）（略） 

 

（５）～（８）（略） 

 

２ （略） 

 

第６ 留意すべき事項 

事業者は、第５の１で策定した足場に係る施工計画及び別紙１に基づき、

手すり先行工法による一連の作業を行うとともに、次の事項に留意すること。  

１ 足場の構造上の留意事項 

足場の組立てに当たっては、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第

32号）第 570条、第 571条等の労働安全衛生関係法令を遵守し、第５の１

の（２）のカ及び（４）のイに基づいて組み立てるとともに、次によるこ

と。  

（１）脚部  

ア  （略）  

イ  わく組足場にあっては、建わくの脚柱下端にジャッキ型ベース金具

を配置し、建わくの高さをそろえること。 

  （新設） 
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（２）布  

ア  わく組足場にあっては、足場のはり間方向の脚柱の間隔と床材の幅

の寸法を原則として同じものとし、両者の寸法が異なるときは、床材

を複数枚設置する等により、床材と脚柱との隙間が、原則として 12セ

ンチメートル未満になるように設置すること。 

イ （略） 

ウ くさび緊結式足場にあっては、足場のはり間方向の支柱の間隔と床

材の幅の寸法を原則として同じものとし、両者の寸法が異なるときは、

床材を複数枚設置する等により、床材と支柱との隙間が、原則として

12センチメートル未満になるように設置すること。 

 

（３）筋かい  

ア わく組足場にあっては、交さ筋かいを原則として外側及び躯体側の

両構面に取り付けること。  

イ （略） 

ウ くさび緊結式足場にあっては、くさび緊結式足場用先行手すり又は

くさび式足場用斜材を取り付けること。 

  

（４）壁つなぎ  

ア （略）  

イ 単管足場にあっては、壁つなぎの間隔を垂直方向５メートル以下、

水平方向 5.5 メートル以下で取り付けるとともに、最上層に壁つなぎ

又は控えを取り付けること。 

   なお、くさび緊結式足場にあっては、「くさび緊結式足場に係る労

働安全衛生規則第 570条第２項の適用に関する疑義について（回答）」

（２）布  

ア  足場のはり間方向の建地又は脚柱の間隔と床材の幅の寸法は原則と

して同じものとし、両者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置す

る等により、床材と建地又は脚柱とすき間をつくらないように設置す

ること。 

イ （略） 

  （新設） 

 

 

 

 

（３）筋かい  

ア  わく組み足場にあっては、交さ筋かいを原則として外側及び躯体側

の両構面に取り付けること。  

イ  （略） 

  （新設） 

 

 

（４）壁つなぎ  

ア  （略）  

イ  単管足場にあっては、壁つなぎの間隔を垂直方向５メートル以下、

水平方向 5.5 メートル以下で取り付けるとともに、最上層に壁つなぎ

又は控えを取り付けること。 
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（令和４年 12月 26日付け基安安発第 1226第２号）に留意すること。 

ウ～オ （略） 

 

２ 足場の組立て等の作業における留意事項 

足場の組立て等の作業に当たっては、第５の１の（４）の作業計画に基

づいて作業を行うとともに、次に定めるところによること。  

（１）作業時期等の周知 

足場の組立て等の作業に係る時期、範囲及び順序を関係労働者に周知

すること。 

 

（２）（略） 

 

（３）手すり先行の徹底 

手すりが先行して設置されていない作業床及び手すりが取り外された

作業床には乗ってはならないことを関係労働者に周知徹底すること。 

 

（４）要求性能墜落制止用器具の使用 

足場の組立て等の作業の必要上、手すり等を先行して設置できない又

は取り外す箇所においては、労働者に要求性能墜落制止用器具を装着さ

せるとともに、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備

（以下「要求性能墜落制止用器具取付設備」という。）に、当該要求性

能墜落制止用器具を確実に取り付けさせること。また、使用に当たって

は、「要求性能墜落制止用器具の二丁掛」を基本とすること。 

なお、要求性能墜落制止用器具の選定、使用方法等については、「墜

落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」（平成 30 年６月 22

 

ウ～オ （略） 

 

２ 足場の組立て等の作業における留意事項 

足場の組立て等の作業に当たっては、第５の１の（４）の作業計画に基

づいて作業を行うとともに、次に定めるところによること。  

（１）作業時期等の周知 

足場の組立て等に係る時期、範囲及び順序を関係労働者に周知するこ

と。 

 

（２）（略） 

 

（３）手すり先行の徹底 

手すりが先行して設置されていない作業床及び手すりが取りはずされ

た作業床には乗ってはならないことを関係労働者に周知徹底すること。 

 

（４）安全帯の使用 

手すりを先行して設置できない箇所においては、労働者に安全帯を使

用させるとともに、安全帯を確実に接続された建てわく等又は労働者が

作業床上で作業する前に設置した親綱に取り付けさせること。 
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日付け基発 0622第２号）に基づいて対応すること。 

 

（５）要求性能墜落制止用器具を取り付ける水平親綱の設置等 

足場の組立て等の作業の必要上、手すり等を先行して設置できない又

は取り外す場合は、水平親綱を張り、要求性能墜落制止用器具を使用さ

せること。また、要求性能墜落制止用器具を取り付ける水平親綱を設置

するときは、別紙１の４の（１）に基づいた性能を有する機材を同（２）

に基づいて設置し、使用すること。 

 

（６）（略） 

 

（７）つり網等の使用 

機材等を上げ下ろしするときは、つり網、つり袋、荷揚げ用のウイン

チ、荷揚げ用のリフト等を労働者に使用させること。 

 

（８）作業主任者の選任 

足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者を選

任し、その者に安衛則第 566 条の職務を行わせるとともに、関係労働者

が不安全行動を行わないよう監視させること。 

 

（９）特別教育の実施 

   足場の組立て等の作業に係る業務に就く労働者に対しては、安衛則第

36 条第 39号に基づく特別教育を実施すること。また、足場を使用する

作業に就く労働者に対しては、安衛則第 36条第 41 号に基づく特別教育

を実施するよう努めること。 

 

 

（５）安全帯を取り付ける親綱の設置等 

安全帯を取り付ける親綱を設置するときは、別紙１の４の（１）に基

づいた性能を有する機材を同（２）に基づいて設置し、使用すること。 

 

 

 

 

（６）（略） 

 

（７）つり網等の使用 

材料等を上げおろしするときは、つり網、つり袋等を労働者に使用さ

せること。 

 

（８）作業主任者の選任 

足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者を選

任し、その者に労働安全衛生規則第 566 条の職務を行わせるとともに、

関係労働者が不安全行動を行わないよう監視させること。 

 

 （新設） 
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（10）足場の変更 

足場を変更する場合は、第５の１の（４）のエで定めた変更の方法等

に基づき、変更の作業を行うとともに、一時的に変更した部材等は必ず

復元すること。 

 

３  足場の点検等に関する留意事項  

（１）点検等の実施  

ア  足場の組立て等の作業の監視 

足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者に

安衛則第 566 条に規定する作業の進行状況等の監視を行わせるととも

に、別紙１の３及び４に示す各機材等の使用状況についても監視させ

ること。  

イ  足場の組立て等の作業後の点検 

足場の組立て等の作業を行った後においては、（２）のアにより指

名された点検者によって、（２）のイにより作成した点検表を用いて

安衛則第 567 条第２項に規定する点検を実施するとともに、別紙２の

３の安全ネット等の設置状況についても点検を行い、異常を認めたと

きは直ちに補修すること。  

ウ  作業開始前点検 

足場を使用する作業を開始する前に、職長等当該足場を使用する労

働者の責任者から点検者を指名し、安衛則第 567 条第１項の点検を実

施すること。 

 

（２）点検等の実施体制  

 

（９）足場の変更 

足場を変更する場合は、第５の１の（４）のエで定めた変更の方法等

に基づき、変更の作業を行うとともに、一時的に変更した部材は必ず復

元すること。 

 

３  足場の点検等に関する留意事項  

（１）点検等の実施  

ア  足場の組立て等の作業の監視 

足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者に

労働安全衛生規則第 566 条に規定する作業の進行状況等の監視を行わ

せるとともに、別紙１の３及び４に示す各機材等の使用状況について

も監視させること。  

イ  足場の組立て等の作業後の点検 

足場の組立て等の作業を行った後においては、（２）のアにより指

名された点検者によって、（２）のイにより作成した点検表を用いて

労働安全衛生規則第 567 条第２項に規定する点検を実施するととも

に、別紙２の３のメッシュシート等の設置状況についても点検を行い、

異常を認めたときは直ちに補修すること。  

ウ  作業開始前点検 

足場を使用する作業等を開始する前に、職長等当該足場を使用する

労働者の責任者から点検者を指名し、労働安全衛生規則第 567 条第１

項の点検を実施すること。 

 

（２）点検等の実施体制  
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ア  点検者の指名 

（１）のイの点検の実施者については、①足場の組立て等作業主任

者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している

者、②労働安全コンサルタント（試験の区分が土木又は建築であるも

のに限る。）等の労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 88条第

１項に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な

資格を有する者、③全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理

者資格取得講習」を受けた者、④建設業労働災害防止協会が行う「施

工管理者等のための足場点検実務者研修」を受けた者等十分な知識、

経験を有する者を指名すること。  

イ  点検表の作成 

（１）のイの点検については、足場の種類・機材に応じた点検等を

行う項目を定めた点検表を作成すること。点検表の作成に当たっては、

「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」

（令和５年３月 14 日付け基安発 0314 第２号）別紙資料に示す「足場

等の種類別点検チェックリスト」を活用すること。 

ウ  点検・補修結果等の記録及び保存 

点検者の氏名、点検等の結果及び当該点検の結果に基づいた補修等

の内容については、安衛則第 567 条第３項に基づきイの点検表に記録

し、必要な期間保存すること。  

 

４ 足場を使用する作業等における留意事項  

（１）・（２）（略） 

 

（３）最大積載荷重の遵守 

ア  点検者の指名 

（１）のイの点検の実施者については、原則として、足場の組立て

等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、

労働安全衛生法第 19 条の２に基づく足場の組立て等作業主任者能力

向上教育を受講している等十分な知識、経験を有する者を指名するこ

と。  

 

 

 

 

イ  点検表の作成 

（１）のイの点検については、足場の種類・機材に応じた点検等を

行う項目を定めた点検表を作成すること。  

 

 

 

ウ  点検・補修結果等の記録及び保存 

点検等の結果及び当該点検の結果に基づいた補修等の内容について

は、労働安全衛生規則第 567 条第３項に基づきイの点検表に記録し、

必要な期間保存すること。  

 

４ 足場を使用する作業等における留意事項  

（１）・（２）（略） 

 

（３）最大積載荷重の遵守 
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作業床には、第５の１の（２）のエで定めた最大積載荷重を超えて積

載してはならないこと。 

 

（４）（略） 

 

（５）不安全行動の排除 

わく組足場の建わくを昇降する行為やくさび緊結式足場の支柱を昇降

する行為等の足場上での不安全行動を行わないことを雇入れ時教育や第

５の１の（７）のイの安全衛生教育等により、関係労働者に徹底するこ

と。 

 

（別紙１） 

  

 手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準 

 

１  （略） 

  

２  手すり先行工法の種類 

手すり先行工法は、次の方式があること。  

（１）手すり据置き方式 

足場の組立て等の作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける

前に、最上層より一層下の作業床上から、据置型の手すり又は手すりわ

く（以下「据置手すり機材」という。）を最上層の作業床の端となる箇

所に先行して設置する方式であって、かつ、当該作業床を取り外すとき

は、当該作業床の端の据置手すり機材を残置して行う方式である。据置

作業床には、第５の１の（２）のエで定めた最大積載荷重を超えて作

業床に積載してはならないこと。 

 

（４）（略） 

 

（５）不安全行動の排除 

わく組足場の建わくを昇降する等足場上での不安全行動を行わないこ

とを雇入れ時教育、第５の１の（７）のイの安全衛生教育等により、関

係労働者に徹底すること。 

 

 

（別紙１） 

  

 手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準 

 

１  （略） 

  

２  手すり先行工法の種類 

手すり先行工法は、次の方式があること。  

（１）手すり先送り方式 

足場の組立て等の作業において、足場の最上層に床付き布わく等の作

業床（以下「作業床」という。）を取り付ける前に、最上層より一層下

の作業床上から、建わくの脚柱等に沿って上下スライド等が可能な手す

り又は手すりわく（以下「先送り手すり機材」という。）を最上層の作

業床の端となる箇所に先行して設置する方式であって、かつ、当該作業
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手すり機材は、最上層より一層下の作業床から最上層に取付け又は取り

外しができる機能を有しており、一般に足場の全層の片側構面に設置さ

れるものである。 

 

 

（２）手すり先行専用足場方式 

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく組

足場等であって、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、当該作業床

の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有

する部材を設置することができ、かつ、最上層の作業床を取り外すとき

は、当該作業床の端に手すりの機能を有する部材を残置して行うことが

できる構造の手すり先行専用のシステム足場による方式である。 

 

 

 

（３）手すり先送り方式 

足場の組立て等の作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける

前に、最上層より一層下の作業床上から、建わくの脚柱等に沿って上下

スライド等が可能な手すり又は手すりわく（以下「先送り手すり機材」

という。）を最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する方式で

あって、かつ、当該作業床を取り外すときは、当該作業床の端の先送り

手すり機材を残置して行う方式である。先送り手すり機材は、最上層よ

り一層下の作業床上で上下スライド等の方法により最上層に取付け又は

取り外しができるものであり、一般に最上層のみに設置されるものであ

る。なお、先送り手すり機材の移動の前に安衛則第 563 条第１項第３号

床を取りはずすときは、当該作業床の端の先送り手すり機材を残置して

行う方式である。先送り手すり機材は、最上層より一層下の作業床上で

上下スライド等の方法により最上層に取付け又は取りはずしができるも

のであり、一般に最上層のみに設置されるものである。 

 

（２）手すり据置き方式 

足場の組立て等の作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける

前に、最上層より一層下の作業床上から、据置型の手すり又は手すりわ

く（以下「据置手すり機材」という。）を最上層の作業床の端となる箇

所に先行して設置する方式であって、かつ、当該作業床を取りはずすと

きは、当該作業床の端の据置手すり機材を残置して行う方式である。据

置手すり機材は、最上層より一層下の作業床から最上層に取付け又は取

りはずしができる機能を有しており、一般に足場の全層の片側構面に設

置されるものである。 

 

（３）手すり先行専用足場方式 

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく組

足場等であって、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、当該作業床

の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有

する部材を設置することができ、かつ、最上層の作業床を取りはずすと

きは、当該作業床の端に手すりの機能を有する部材を残置して行うこと

ができる構造の手すり先行専用のシステム足場による方式である。 
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に基づく措置を行わなければならないことに留意する必要がある。 

    

３  手すり先行工法の機材等の性能及び使用方法  

（１）据置手すり機材の性能及び使用方法  

ア  性能 

据置手すり機材のうち手すりわくの性能は、別表１の「手すりわく

の性能」によるものであること。また、くさび緊結式足場用先行手す

りの性能は、別表２の「くさび緊結式足場用先行手すりの性能」によ

るものであること。 

イ  使用方法 

据置手すり機材は、次に定めるところにより使用すること。  

（ア）交さ筋かいを取り外して使用する据置手すり機材にあっては、足

場の片側構面に設置し、他の構面には交さ筋かいを設置すること。 

（イ）要求性能墜落制止用器具取付設備として使用するときは、必要な

強度を有していることを確認すること。 

（ウ）別表３の「手すりわくの使用方法」又は別表４の「くさび緊結式

足場用先行手すりの使用方法」及び製造者が定める使用方法等によ

り使用すること。 

（削る） 

 

  （削る） 

 

（２）手すり先行専用足場の性能及び使用方法 

ア  性能 

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく

 

 

３  手すり先行工法の機材等の性能及び使用方法  

（１）先送り手すり機材の性能及び使用方法  

ア  性能 

先送り手すり機材のうち手すりわくの性能は、別表 1 の「手すりわ

くの性能」によるものであること。  

 

 

イ  使用方法 

先送り手すり機材は、次に定めるところにより使用すること。  

（ア）足場の組立て等の作業が行われている足場の最上層に設置するこ

と。  

（イ）足場の片側又は両側の構面に設置すること。  

 

（ウ）わく組足場に使用する場合は、交さ筋かいを設置した後でなけれ

ば上下スライドさせてはならないこと。  

 

（エ）安全帯を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有

していることを確認すること。  

（オ）製造者が定める使用方法等により使用すること。 

 

（２）据置手すり機材の性能及び使用方法  

ア  性能 

据置手すり機材のうち手すりわくの性能は、別表１の「手すりわく
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組足場等については、同規格に定める性能を有するものであること。 

イ  使用方法 

手すり先行専用足場は、次に定めるところにより使用すること。  

（ア）製造者が定める使用方法等により使用すること。 

 

（イ）要求性能墜落制止用器具取付設備として使用するときは、必要な

強度を有していることを確認すること。 

  （削る） 

 

 

（３）先送り手すり機材の性能及び使用方法 

ア 性能 

先送り手すり機材のうち手すりわくの性能は、別表 1 の「手すりわ

くの性能」によるものであること。また、くさび緊結式足場用先行手

すりの性能は、別表２の「くさび緊結式足場用先行手すりの性能」に

よるものであること。 

イ  使用方法 

先送り手すり機材は、次に定めるところにより使用すること。 

（ア）足場の組立て等の作業が行われている足場の最上層に設置するこ

と。 

（イ）足場の片側又は両側の構面に設置すること。 

 

（ウ）わく組足場に使用する場合は、交さ筋かい及び下桟又は 15センチ

メートル以上の幅木を設置した後でなければ上下スライドさせては

ならないこと。 

の性能」によるものであること。  

イ  使用方法 

据置手すり機材は、次に定めるところにより使用すること。  

（ア）交さ筋かいを取りはずして使用する据置手すり機材にあっては、

足場の片側構面に設置し、他の構面には交さ筋かいを設置すること。 

（イ）安全帯を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有

していることを確認すること。 

（ウ）別表２の「手すりわくの使用方法」及び製造者が定める使用方法

等により使用すること。 

 

（３）手すり先行専用足場の性能及び使用方法  

ア  性能 

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく

組足場等については、同規格に定める性能を有するものであること。  

 

 

イ  使用方法 

手すり先行専用足場は、次により使用すること。 

（ア）製造者が定める使用方法等により使用すること。 

 

（イ）安全帯を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有

していることを確認すること。 

  （新設） 
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（エ）くさび緊結式足場に使用する場合は、手すり及び中桟を設置した

後でなければ上下移動させてはならないこと。 

（オ）要求性能墜落制止用器具取付設備として使用するときは、必要な

強度を有していることを確認すること。 

（カ）製造者が定める使用方法等により使用すること。 

  

４  要求性能墜落制止用器具を取り付ける機材の性能及び使用方法  

（１）性能 

要求性能墜落制止用器具取付設備として使用する親綱、親綱支柱及び

緊張器（以下「親綱機材」という。）の性能は、別表５の「親綱機材の

性能」によるものであること。  

 

（２）使用方法 

親綱機材は、別表６の「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器等の使用方法」

及び製造者の定める使用方法等により使用すること。 

 

 

（別紙２） 

 

働きやすい安心感のある足場に関する基準 

 

１  （略） 

 

２  設置すべき働きやすい安心感のある足場 

別紙１の２の（１）の方式で組み立てられた足場又は別紙１の２の（２）

  （新設） 

 

  （新設） 

 

  （新設） 

 

４  安全帯を取り付ける親綱機材の性能及び使用方法  

（１）性能 

安全帯の取付設備として使用する親綱、親綱支柱及び緊張器（以下「親

綱機材」という。）の性能は、別表３の「親綱機材の性能」によるもの

であること。  

 

（２）使用方法 

親綱機材は、別表４の「親綱機材の使用方法」及び製造者の定める使

用方法等により使用すること。 

 

 

（別紙２） 

 

働きやすい安心感のある足場に関する基準 

 

１  （略） 

 

２  設置すべき働きやすい安心感のある足場 

  次のものがあること。 
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の方式で組み立てられた足場であって、足場の種類ごとに次の措置を講じ

たもの。 

（１）わく組足場（妻面を除く。）にあっては、 

 

 

ア 交さ筋かい及び高さ 15 センチメートル以上 40 センチメートル以下

の桟（下桟）若しくは高さ 15センチメートル以上の幅木又はこれらと

同等以上の機能を有する設備を設けた上で、上桟を設けたもの又はこ

れらの措置と同等以上の機能を有する手すりわくを設けたもの。 

イ 防音パネル、ネットフレームの設置等、アと同等以上の措置を講じ

たもの。 

 

（２）わく組足場以外の足場（わく組足場の妻面を含む。）にあっては、

高さ 85 センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有

する設備（手すり等）及び高さ 35 センチメートル以上 50 センチメー

トル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備（中桟等）を設

けた上で、幅木を設けたもの又はこれと同等以上の措置を講じたもの。 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）別紙１の２の（２）又は（３）の方式で組み立てられた足場であっ

て、手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の

構成部材として備えられているもの（「手すり先行専用型足場」）。 

 （新設） 

 

 

 

 （新設） 

 

 

（２）別紙１の２に示す方式で組み立てられた足場（（１）の手すり先行

専用型足場に該当するものを除く。）であって、足場の種類ごとに次

の措置を講じたもの。 

 

 

ア わく組足場（妻面を除く）にあっては、 

（ア）交さ筋かいに高さ 15 センチメートル以上 40 センチメートル以下

のさん（下さん）若しくは高さ 15センチメートル以上の幅木又はこ

れらと同等以上の機能を有する設備を設けた上で、上さんを設けた

もの又はこれらの措置と同等以上の機能を有する手すりわくを設け

たもの。 

（イ）防音パネル、ネットフレームの設置等（ア）と同等以上の措置を

講じたもの。 
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 （削る） 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

２の足場に墜落災害の防護のため、安全ネット、飛来・落下防止のため、

メッシュシート又は防音シート（飛来・落下防止の機能を有するものに限

る。以下同じ。）を設置することが望ましいこと。 

その際、安全ネット、メッシュシート又は防音シート（以下「安全ネッ

ト等」という。）の性能については、それぞれ別表７、８、９によるもの

とし、メッシュシートについては、別表 10の「メッシュシートの使用方法」

により、防音シートについては、別表 11の「防音シートの使用方法」によ

り使用すること。 

なお、強風等の悪天候時に作業を中止する場合にあっては、メッシュ

シート及び防音シートを折りたたむ等の足場の倒壊等を防止する措置

を講じるよう努めること。 

また、安全ネット等の設置完了前（足場の組立て作業時）、取り外し

中又は取り外し後（足場の解体作業時）は、安全ネット等の設置予定等

の箇所に足場の組立て等の作業に係る関係労働者以外の立入禁止措置

を講じるとともに、当該建地間の範囲内での上下作業を禁止すること。 

イ わく組足場以外の足場（わく組足場の妻面を含む）にあっては、高

さ 85 センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有す

る設備（手すり等）及び高さ 35 センチメートル以上 50 センチメート

ル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備（中さん等）を

設けた上で幅木を設けたもの又はこれと同等以上の措置を講じたも

の。 

  

３ メッシュシート等の設置 

２の足場に墜落災害の防護のため、メッシュシート、安全ネットを設置

することが望ましいこと。 

その際、メッシュシートについては、その性能は、別表５の「メッシュ

シートの性能」によるものとし、別表６の「メッシュシートの使用方法」

により使用すること。 

また、安全ネットについては、その性能は、別表７の「安全ネットの

性能」によるものであること。 


